
第88期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報

第88期（2018年４月１日～2019年３月31日）
①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他業務
の適正を確保するための体制

②　連結計算書類の連結注記表

③　計算書類の個別注記表

法 令 及 び 定 款 第 1 6 条 の 規 定 に 基 づ き 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.jaccs.co.jp/corporate/ir/stock/meeting/index.html）に掲載することにより、株主の皆さまに提供してい
るものであります。



6 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制

【2018年度内部統制システムの整備状況】

　当社の2018年度内部統制システムの整備状況の概要は、下記のとおりとなります。
内部統制システムに関する基本方針 運用状況

当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、内部統
制システムの構築において遵守すべき基本方針を定め
る。また、本方針に基づく内部統制システムの整備状況
を継続的に評価し、必要な改善を実施することにより、
一層実効性のある適正な内部統制システムの構築・運用
を図っていくものとする。

当社は、内部統制システムの目的である業務の適正等を
確保する観点から、以下のとおり同システムの運用を行
いました。結果、当事業年度における内部統制システム
は企業集団ベースも含め有効に機能したものと判断して
おります。今後も外部及び内部の環境変化に対応し、継
続的に内部統制システムの高度化を図るべく、定期的に
検証し、必要に応じて見直しを行ってまいります。

１．取締役の法令等遵守体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

運用状況

(1) 企業倫理の浸透の観点から「倫理・行動規範」等の
社内規程を定め、取締役自らが率先垂範することによ
り、法令、定款等の遵守を図っていく。

○企業倫理の浸透及び法令遵守を経営の最重要課題の一
つと認識し、その重要性を様々な会議・研修等の場に
おいてグループ役職員に対して周知しています。

○「倫理規程」「行動規程」を見直し、新たに「倫理・
行動規範」を定めるとともに、その重要性について研
修や教育を実施することにより周知徹底しています。

○「反社会的勢力に対する基本方針」に則り、統括部署
を中心として、反社会的勢力との取引防止を図ってい
ます。

○各取締役は定められた業務分掌に基づいて職務を執行
し、取締役会（年９回開催）で業務執行報告を行うこ
と等により、相互に監督を行っています。

○定期的に内部統制委員会（隔月）及びコンプライアン
ス委員会（毎月）を開催し、グループベースでの適正
な運営を行っています。また、当該委員会にて報告・
協議された事項のうち重要な事項と判断されるものに
ついては適宜ガバナンス委員会にて社外取締役等を交
えて再協議を行い、取締役会に報告されています。

(2) 企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対
しては毅然とした態度で臨むとともに不当要求を拒
絶し、それら勢力との取引や資金提供を疑われるよう
な一切の関係を遮断する。

(3) 取締役会によって取締役の職務の執行を監督する。
(4) 内部統制及びコンプライアンス体制を整備・推進す

るため、社長を委員長とする内部統制委員会及びコン
プライアンス委員会を設置し、定期的に開催する。ま
た、各委員会の活動評価と重要事項の確認等をガバナ
ンス委員会にて行い、取締役会に報告する。
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２．情報保存管理体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する
体制

運用状況

(1) 取締役の職務執行に係る情報については、「文書保
存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態
で保存・管理するとともに、情報種別に応じて定めら
れた期間、保存する。

○「文書保存規程」に基づいて適正に情報の保存及び管
理を行っており必要に応じて閲覧可能な体制としてい
ます。

○情報セキュリティについては「情報セキュリティ基本
方針」を定め遵守しています。また、情報セキュリテ
ィ運営委員会を定期的に開催（年５回）し、態勢の高
度化を図っています。

○外部からのサイバー攻撃に備え、ファイヤーウォール
等による安全対策の充実を図っています。また、サイ
バー攻撃に対応するため、標的型攻撃メール訓練の実
施等によりセキュリティ対策の向上に努めています。
更に日本シーサート協議会に加盟し、定期的に最新の
情報を入手することで質の向上を図っています。

(2) ＪＡＮＥＴホストシステム開発・保守・運用の管理
業務において、「ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１」を取得
しており、これの求める規準を維持して情報資産の管
理を行う。

(3) これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者
が閲覧できる体制を維持する。

３．リスク管理体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制 運用状況
(1) リスクマネジメントを経営上の最重要課題とし、経

営上の戦略的意思決定に係わるリスク及び適正な業
務の遂行に係わるリスクを総合的に検討及び評価す
るとともに、必要な対策を柔軟に講ずること等によ
り、経営環境の変化等に対応するための活動を行う。

○「リスクマネジメント規程」に則り、経営会議等の会
議体において経営上の戦略的意思決定に係わるリスク
について検討を行い、必要な対策を実施しています。

○「商品・業務リスク管理規程」に則り、本部の各部室
及び子会社が所管する個別リスクの抽出を行い、リス
クカテゴリー毎にリスクの評価を行うことにより、グ
ループ全体の適正な業務の遂行に係わるリスクを網羅
的に管理し、対策を講じています。

○内部統制委員会の下部組織である商品・業務リスク協
議会を定期的に開催（年５回）し、抽出された最重要
リスクについて報告をするとともに対策を講じ、的確
なリスク対応が図られているか検討・確認を行ってい
ます。

○事業活動の遂行等に重大な影響を与える突発的な発生
事項については「緊急対策協議会運営規程」に則り対
応するものとしています。尚、当該年度は緊急対策協
議会が開催されることはありませんでした。

(2) 経営上の戦略的意思決定に係わるリスクについて
は、取締役等が構成員の会議体等において検討を行
う。

(3) 適正な業務の遂行に係わるリスクについては「商
品・業務リスク管理規程」に則りリスク管理を遂行
し、商品・業務リスク協議会において抽出された最重
要リスクについては、内部統制委員会に報告する。

(4) 事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「緊
急対策協議会運営規程」に則り緊急対策協議会を招集
し、迅速な対応を行うことにより損失・被害を最小限
にとどめる体制を整える。
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４．職務執行の効率性確保の体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

運用状況

(1) 企業価値向上のために策定した中期経営計画及び年
次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、そ
の進捗状況の管理を行う。

○新中期経営計画「RAISE 2020」を策定し、定期的に
経営会議等で年度計画に基づいた進捗状況の報告を行
い評価・管理しています。

○「職務分掌規程」「職務決裁権限規程」に基づいて、
グループ全体で効率的かつ機能的な職務執行を行って
います。

○経営会議を開催（年38回）し、重要事項を経営陣が検
討・協議しています。また、取締役会にて審議される
重要事項について経営会議にて事前に協議を行い、取
締役会に議案として提出しています。

○ガバナンス委員会を開催（年２回）し、当社グループ
全体のコンプライアンス、内部統制状況等を確認して
います。

○指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を開催し、評価・
決定プロセスの客観性と透明性の確保を行うことによ
り、ガバナンス体制の充実を図っています。

(2) 執行役員制度を導入し、取締役は13名以内とする。
各取締役で構成される取締役会において、経営上の重
要な意思決定を迅速に行うとともに職務執行のモニ
タリングを行う。職務の執行は執行役員（取締役兼務
者含む）が取締役会の決議に基づいて役割を分担し、
効率的な執行ができる体制とする。

(3) 取締役の業務執行責任の範囲を明確にし、業務を組
織的・有機的に運用するため管掌役員を定め、職務の
執行の管理体制を強化する。

(4) 「本部の組織・職制・職務分掌規程」等により、役
割と責任、職務等について定める。

(5) 取締役会の直轄の組織として、社長及び社外取締役
等で構成するガバナンス委員会を定期的に開催す
る。

(6) 事業部門を統括する執行役員等で構成する経営会議
を、定期的に開催し、業務執行上の重要事項について
報告・検討を行う。

(7) 地域毎に営業拠点を統括する部長（エリア統括部
長）と役員等との会議を定期的に開催し、各地域の執
行状況の報告、課題の検討等を行う。
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５．使用人の法令等遵守体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

運用状況

(1) 「倫理・行動規範」等を記載した冊子「Ｊ－Ｎａｖ
ｉ」を当社及び子会社の全役職員に配布し、会社の基
本姿勢を明確にするとともに、その周知を図る。

○コンプライアンス学習ツールや社員研修、会議等の場
において「倫理・行動規範」の重要性について周知徹
底を行いました。また、コンプライアンス上のセルフ
チェックを随時行うべく、役職員にコンプライアン
ス・カードを配布し、コンプライアンスを意識した思
考・行動を心がけています。

○毎期「ジャックスグループのコンプライアンス運営の
重点」を制定し、様々な会議・研修等の場においてグ
ループ全体へ内容の周知徹底を行っています。

○コンプライアンスプログラムの策定・実施、コンプラ
イアンス研修等を通じて、コンプライアンス運営の推
進を図っています。

○内部管理部門はオンサイト・オフサイトモニタリング
を実施し、法令遵守状況の検証を行っています。

○監査室はグループ全体の141拠点に対し、法令及び定
款等の遵守状況の監査を行い、必要に応じて改善のた
めの指示又は勧告を行うとともに、取締役及び監査役
へ結果を報告しています。

(2) 「本部の組織・職制・職務分掌規程」等及び「職務
決裁権限規程」により、職務の範囲や権限を定め、適
切な牽制が機能する体制とする。

(3) コンプライアンス統括部門がコンプライアンスに関
わる企画立案・推進・教育・モニタリング等を行うと
ともに、よりコンプライアンスの実効性を確保するた
めに各部署毎にコンプライアンス推進責任者及び推
進担当者を設置し、継続的な教育を通して職務執行上
関連の深い割賦販売法、貸金業法、資金決済法を始め
とする各種関係法令の遵守を図る。

(4) 当社の社長直轄の内部監査部門は、牽制機能が働く
組織として「内部監査規程」等に従って当社及び子会
社の監査を行う。

６．財務報告の信頼性確保の体制
財務報告の信頼性を確保するための体制 運用状況
当社及び子会社等は、財務報告の信頼性を確保するた
め、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき適切な
内部統制の整備とその有効な運用を行う体制を構築する
とともに、その体制について適正に機能することを継続
的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。

○金融商品取引法に係る内部統制の整備及び運用状況の
監査を当社及び子会社に対して行い、監査の進捗状況
及び有効性の評価結果を内部統制委員会及び取締役会
に報告しています。
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７．グループ管理体制
当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制

運用状況

(1) 子会社を管理する部署には担当役員を配置し、「関
係会社管理規程」に基づいて子会社を管理する体制と
する。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行
の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。

○主管部署は子会社の業務執行等の報告を受け、子会社
の業務の適正を管理するとともに、適宜当社の経営会
議等に報告を行っています。また、子会社の取締役の
職務執行状況及び業績等については当社の取締役会に
も四半期毎に報告しています。

○国内子会社はそれぞれ内部統制システムに関する基本
方針を定め、適正な業務運営を行う態勢を整備し、公
開しています。

○監査室は国内外の子会社７社に対し監査を行い、必要
に応じて改善のための指示又は勧告を行うとともに、
取締役及び監査役に結果を報告しています。

○グループ間取引については「関係会社管理規程」に則
り、取引の透明化を図っています。

○子会社が抽出した最重要リスクについては商品・業務
リスク協議会にて報告・検討されています。

○グループ全体で利用可能な内部通報制度（ホットライ
ン）を設け、通報内容に対しては調査・検討のうえで
適切な対応を行っています。海外子会社についてはそ
れぞれ自社内で内部通報態勢を構築しており、重要事
案についてはコンプライアンス事象報告として、連携
を図る態勢を構築しています。

○派遣社員等も含む従業者に対してコンプライアンス・
アンケートを実施（年２回）し、早期にかつ幅広くリ
スクに係わる情報が得られる仕組みを整備していま
す。また、従業者と直接コンプライアンス・ミーティ
ングを行うことにより、潜在化リスクの抽出を図る態
勢を構築しています。

(2) 子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員又は
弁護士が取締役に就くことにより、当社が子会社の業
務の適正をモニタリングできる体制とする。

(3) 子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査の
対象とし、監査の結果は当社の社長に報告する体制と
する。

(4) 当社と子会社との取引（子会社間の取引を含む）に
ついては、第三者との取引と比較して著しく有利又は
不利にならないようにし、必要に応じて専門家に確認
する等、取引の透明化を図る体制とする。

(5) 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務
内容の定期的な報告を受けるとともに重要案件につ
いてはその業務内容について事前協議を行い、子会社
の取締役会において協議すること等により、子会社の
取締役の職務の執行をモニタリングする。

(6) 子会社が規程等に基づいて実施するリスク管理を当
社もその評価等を行う体制とする。

(7) 内部通報制度(ホットライン)の窓口を当社及び子会
社の共用のものとして社内外に設けるとともに、通報
を行った者が当該報告をしたことを理由に不利益な
取扱いを受けないことを確保する体制とする。

(8) 「犯罪収益移転防止基本規程」等に則り、マネー・
ローンダリング及びテロ資金供与に利用されること
を未然に防止する体制とする。

(9) 「贈収賄防止規程」等に則り、あらゆる形態の贈収
賄を行わず、贈収賄に関する自国及び関係国の法令等
を遵守する体制とする。

(10) 当社及び子会社において、法令及び社内規程等に
違反又はその懸念がある事象が発生あるいは発覚し
た場合、速やかに部署責任者、当社の本部所管部及び
コンプライアンス統括部門に報告する体制とする。
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当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制

運用状況

(11) 外国の子会社については、当該国の法令等の遵守
を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。

○マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止する
ため、専任担当の準備室を設立し、適正な対応を実施
するための態勢整備を図っています。

○「贈収賄防止規程」に則り、国内及び外国の贈収賄の
禁止に関する法律を遵守し、事業活動から贈収賄を排
除しています。

○法令及び社内規程等に違反又は違反する可能性のある
事象の報告体制を定め、対応が必要な事案については
関係部署が連携をして解決を図るとともに、再発防止
策を講じています。

(監査役の監査の実効性を確保するための体制)

８．監査役の職務を補助する使用人の体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求め
た場合における当該使用人に関する事項

運用状況

(1) 監査役の職務を補助する「監査役会事務局」を設置
し、監査役会事務局所属の使用人を配置する。

○監査役会事務局を設置し、その職務を専ら行う使用人
を１名配置しています。

(2) 監査役会事務局の人数等は常勤監査役との間で協議
のうえ決定する。

９．監査役の使用人の独立性に対する体制
前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使
用人に対する指示の実効性確保に関する事項

運用状況

(1) 監査役会事務局の使用人は専任とし、専ら監査役の
指示に従って、その監査職務の補助を行う。

○「監査役監査の実効性確保に関する規程」に則り、使
用人は監査役職務の補助に専念しており、使用人の任
命・異動については監査役の同意を得ることとしてい
ます。

○当該使用人の人事評価についても予め監査役から同意
を得たうえで行っています。

(2) 監査役会事務局の使用人の任命・異動に際しては、
予め常勤監査役の同意を得ることとし、取締役からの
独立性が確保できる体制とする。
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10．監査役への報告体制
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 運用状況
(1) 監査役と協議のうえ制定した「監査役監査の実効性

確保に関する規程」に基づき、当社の取締役及び使用
人等、並びに子会社の取締役及び使用人等が当社の監
査役に報告を行う体制とする。

○監査役は取締役会・経営会議等の重要な会議に出席
し、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況の把握
をしています。

○「監査役監査の実効性確保に関する規程」に基づき、
監査役に求められた事項を速やかに報告しています。
また、監査役に報告を行った者が、当該報告を行った
ことを理由として不利益な扱いを受けたことはありま
せん。

○代表取締役決裁の稟議書、重要会議の議事録等は速や
かに監査役に回覧されています。

○内部通報制度に基づき通報された内容は速やかに監査
役に報告されています。

(2) 監査役が経営会議その他社内会議に出席し、経営上
の重要情報について適時報告を受けられる体制とす
るとともに、重要な議事録、稟議書は、都度監査役に
回覧する。

(3) 当社の監査役が必要と判断したときは、いつでも当
社の取締役及び使用人等、並びに子会社の取締役及び
使用人等に対して報告を求めることができる。

(4) 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを受けないことを確保す
る体制とする。

(5) 内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に
報告を行う。

11．その他監査役の監査の実効性を確保するための体制
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制

運用状況

(1) 監査役が代表取締役に対する独立性を保持しつつ適
正かつ実効的な監査を行える体制とする。

○監査役会は代表取締役と定期的（年５回）に会合を行
い、監査の状況、経営上の課題等について意見交換を
行っています。

○監査役は監査室と定期的（年10回）に会議を開催し、
意見又は情報の交換を行っています。

○監査役は子会社の取締役・監査役及び会計監査人と意
見交換会を開催しています。

(2) 代表取締役は監査役会と定期的に会議を開催し、監
査役が意見又は情報の交換ができる体制とする。

(3) 内部監査部門は監査役との連絡会議を定期的に開催
し、取締役等及び使用人の業務の適法性・妥当性につ
いて監査役が報告を受けることができる体制とす
る。

(4) 監査役が会計監査人及び子会社の監査役と円滑に連
携できる体制とする。
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12．監査役の職務の執行について生ずる費用等に係る方針
監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わ
る方針

運用状況

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還
の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は
償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行
い得る体制とする。

○「監査役監査の実効性確保に関する規程」に則り、監
査役に係る監査費用について監査役の請求に従い円滑
に処理を行っています。

(注)上記の「内部統制システムに関する基本方針」は当該事業年度中の体制を記載しておりますが、2019年5月15日
の取締役会において、一部を改定した「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております。改定後の体
制につきましては、当社ホームページ及び東京証券取引所に開示しております。
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数  7社
・ジャックス債権回収サービス株式会社
・ジャックス・トータル・サービス株式会社
・ジャックスリース株式会社
・ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社
・JACCS International Vietnam Finance Co.,Ltd.
・PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
・JACCS FINANCE (CAMBODIA) PLC.

（２）非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
なお、前連結会計年度において非連結子会社でありましたJACCS INTERNATIONAL (Hong 
Kong) Co.,Ltd.は、当連結会計年度中に清算結了しております。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法適用の関連会社数  1社

・MMPC Auto Financial Services Corporation
（２）持分法を適用しない非連結子会社の名称

該当事項はありません。
なお、前連結会計年度において持分法を適用しない非連結子会社でありましたJACCS 
INTERNATIONAL (Hong Kong) Co.,Ltd.は、当連結会計年度中に清算結了しております。

（３）持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
MMPC Auto Financial Services Corporation については、決算日が連結決算日と異なるた
め、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
JACCS International Vietnam Finance Co.,Ltd. 、PT Mitra Pinasthika Mustika Finance 
及びJACCS FINANCE (CAMBODIA) PLC. の決算日は12月31日であります。連結計算書類
を作成するにあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取
引については、連結上必要な調整を行っております。
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４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
イ．時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

ロ．時価のないもの
移動平均法による原価法

② デリバティブ
時価法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く。）

主に定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備は除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
主に自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（最長５年）に基づ
く定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

主にリース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
④ 長期前払費用

法人税法の規定に基づく定額法
（３）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
主に債権の貸倒発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案して必要額を、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

② 賞与引当金
主に従業員及び使用人兼務役員の賞与支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

③ ポイント引当金
クレジットカード会員に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、当連結会計年
度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

－ 10 －



④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して
おります。なお、連結貸借対照表において計上しております当該引当金は、すべて連結子会社
の役員退職慰労引当金であります。

⑤ 利息返還損失引当金
将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しております。

（４）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（５
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理しております。

（５）主な営業収益の計上基準
① 顧客手数料

主に期日到来基準により計上しております。
イ．包括信用購入あっせん

残債方式
ロ．個別信用購入あっせん

残債方式
ハ．信用保証

残債方式（一部保証契約時に計上）
ニ．融資

残債方式
② 加盟店手数料

主に取扱高計上時に一括して計上しております。
（６）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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（７）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を行っております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ
ップ取引については特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
イ．ヘッジ手段

デリバティブ取引（金利スワップ取引、通貨金利スワップ取引）
ロ．ヘッジ対象

借入金
③ ヘッジ方針

将来の金利・為替変動によるリスクを軽減することを目的としてデリバティブ取引を行ってお
ります。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動
額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しておりま
す。

（８）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税
等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間で均等償却を行っております。
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（表示方法の変更）
・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税
効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資
産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係
注記を変更しております。
　また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計
に係る会計基準」注解(注８)及び同注解(注９)に記載された内容を追加しております。

（追加情報）
・従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
１．取引の概要

　当社は、2018年８月３日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目
的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」の再導入を決議いたしました。
　本制度では、当社が「ジャックス職員持株会」（以下、「当社持株会」という。）に加入する従業
員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後約３年間にわたり当
社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め定める取得期間中に一括して取得します。その
後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。

２．信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産
の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年
度末において427百万円、178千株であります。

３．総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
　当連結会計年度　540百万円
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・会社分割（簡易吸収分割）による事業の承継
　当社は、2019年３月15日開催の取締役会において、株式会社ジェーシービー（以下、「JCB」）の
信用保証事業（以下、「本件事業」）を会社分割（簡易吸収分割）により承継すること（以下、「本
会社分割」）に関する事業承継契約の締結、並びに本会社分割に係る吸収分割契約の締結を決議いた
しました。

１．本会社分割の目的
　当社は、中期３カ年経営計画「RAISE 2020」の中で「国内事業の持続的成長」を重点方針の
一つとして掲げております。本会社分割の対象となる銀行個人ローン保証については、当社ファ
イナンス事業における主力商品であります。本会社分割により、当社銀行個人ローン保証の一層
の強化が図られ、将来的な当社グループ全体の収益基盤の拡充が見込まれると判断したものであ
ります。
　本会社分割の効力発生後は、本件事業においてJCBが構築してきた金融機関との関係をもと
に、当社ファイナンス事業の更なる発展を図ってまいります。

２．本会社分割の要旨
（１）本会社分割の日程

吸収分割契約締結日 2019年４月15日

本会社分割の効力発生日 2019年９月24日（予定）

（２）本会社分割の方式
JCBを分割会社とし、当社を承継会社とする簡易吸収分割です。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産とこれに対応する債務

（１）担保に供している資産
割賦売掛金
リース投資資産

226,806百万円
14,824百万円

計 241,630百万円
（２）対応する債務

短期借入金 13,624百万円
１年内償還予定の社債 2,308百万円
１年内返済予定の長期借入金 78,640百万円
未払費用 268百万円
長期借入金 140,159百万円
計 235,000百万円

オートローン債権を流動化した残高については、金融取引として処理したことにより、流動資産「割賦
売掛金」残高に139,494百万円、流動負債「１年内返済予定の長期借入金」残高に52,613百万円、固
定負債「長期借入金」残高に86,880百万円含まれております。

２．保証債務
　当社は、金融機関が保有する貸付金（個人向け住宅ローン、カードローン他）等について、債務保
証を行っている保証会社に契約上定められた事由が生じた場合に、当該保証会社に代わって当社が債
務保証を行うこととなる保証予約契約を締結しており、当該保証予約契約の対象となっている貸付金
等の残高を偶発債務として記載しております。
　なお、金融機関が保有する貸付金等について、当社が直接債務保証を行う業務に係る債務保証残高
については、連結貸借対照表の流動資産に「信用保証割賦売掛金」として、また流動負債に「信用保
証買掛金」として両建て表示しております。

　営業上の保証予約
保証会社 227,354百万円
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３．割賦利益繰延
当連結会計年度末残高

包括信用購入あっせん 722百万円
個別信用購入あっせん 118,897百万円
信用保証 42,094百万円
融資 382百万円
その他 0百万円
計 162,097百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 35,079,161株

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2018年
 6 月28日

定時株主総会
普通株式 1,384百万円 40円00銭 2018年

 3 月31日
2018年

 6 月29日
2018年

11月 7 日
取締役会

普通株式 1,381百万円 40円00銭 2018年
 9 月30日

2018年
11月30日

（注）2018年11月７日取締役会決議の配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株
ESOP信託口・76325口）に対する10百万円が含まれております。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2019年
 6 月27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 1,381百万円 40円00銭 2019年

 3 月31日
2019年

 6 月28日

（注）2019年６月27日定時株主総会決議予定の配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業
員持株ESOP信託口・76325口）に対する７百万円が含まれております。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる
株式の種類及び数

普通株式 179,000株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針
当社グループは、クレジット、カード、信用保証、融資などの信販事業を行っております。こ

れらの事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを調整して、金融機関借入れによる間接金
融のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行によって資金調達を行っております。このよう
に、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影
響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（以下「ALM」という。）を利用しており、そ
の一環として、一部デリバティブ取引も行っております。また、当社の一部連結子会社には、リ
ース業を行っている子会社があります。デリバティブ取引は、金利変動リスク及び為替変動リス
クをヘッジし、安定した収益を確保するために取り組んでおり、投機的取引は行っておりません。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融資産は、個別クレジット・包括クレジットに対する割賦売掛金で

あり、顧客の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。また、投資有価
証券は、主に株式であり、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であります。これ
らは、それぞれ発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。借入金、社債
及びコマーシャル・ペーパーは、一定の環境の下で当社グループが市場を利用できなくなる場合
など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

また、変動金利の借入れを行っており、金利の変動リスクに晒されております。このほか、海
外で取引を行うにあたり生じる外貨建金銭債権及び金銭債務については為替リスクに晒されてお
ります。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利関連のデリバテ
ィブ取引を、為替変動リスクをヘッジするために通貨関連のデリバティブ取引を行っております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ
有効性評価の方法については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する
注記等「４．会計方針に関する事項（７）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当社グループは、当社の信用リスクに関する諸管理規程に従い、割賦売掛金について、個別案
件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への
対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各審査部署、
各エリア統括部により行われております。さらに、与信管理の状況については、審査事務部、
信用管理部、監査室がチェックしております。
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② 市場リスクの管理
イ．金利リスクの管理

当社グループは、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。ALMに関する規則
及び内規において、リスク管理方法や手続き等の詳細を明記しており、ALM委員会におい
て決定されたALMに関する方針に基づき、取締役会において実施状況の把握・確認を行っ
ております。日常的には財務部において、金利予測に基づく金利感応度分析を行い、３ヶ
月ごとにALM委員会で報告しております。
なお、ALMにより金利の変動リスクをヘッジするための金利スワップのデリバティブ取引
も行っております。

ロ．為替リスクの管理
当社グループは、為替変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理し、通貨関連のデリバ
ティブ取引を用いることで管理しています。

ハ．価格変動リスクの管理
保有している株式の多くは、業務・資本提携を含む事業推進目的で保有しているもの
であります。取引先の市場環境、財務状況及び有価証券価格の継続的なモニタリング
を実施しております。これらの状況を総合的に勘案し、経営者へ報告していくことに
より、保有株式の価格変動リスクの軽減を図っております。

ニ．デリバティブ取引
デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価、事務管理に関する担
当をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブに関する規程、内規に基
づき実施されております。
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ホ．市場リスクに係る定量的情報
・トレーディング目的の金融商品

トレーディング目的で保有する金融商品はありません。
・トレーディング目的以外の金融商品

主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「短期借入金」、
「長期借入金」、「社債」、「デリバティブ取引」のうち、「金利スワップ取引」であり
ます。これらの金融商品について、期末後６ヶ月程度の金利の合理的な予想変動幅を用い
た当面６ヶ月間の損益に与える影響額を金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析
に利用しております。当該影響額の算定にあたっては、対象の金融商品を固定金利群と変
動金利群に分けて、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金
利変動幅を用いております。金利以外のリスク変数が一定であることを仮定し、2019年
３月31日現在、指標となる金利が10ベーシス・ポイント（0.1％）上昇したものと想定し
た場合には、金融費用が448百万円増加するものと把握しております。当該影響額は、金
利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を
考慮しておりません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、
算定額を超える影響が生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループは、ALMを通して、適時にグループ全体の資金管理を行うほか、資金調達手段の
多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達
バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時
価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等につきましては、その金額自体
がデリバティブに係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

⑴　現金及び預金 91,103 91,103 ―
⑵　割賦売掛金 2,012,053

貸倒引当金 △32,311
割賦利益繰延 △120,002

1,859,739 1,925,066 65,326
⑶　リース投資資産 122,795

見積残存価額（*1） △20,049
貸倒引当金 △114

102,631 103,295 664
⑷　投資有価証券

その他有価証券 15,312 15,312 ―
資産計 2,068,786 2,134,777 65,991

⑴　短期借入金 295,796 295,796 ―
⑵　コマーシャル・ペーパー 416,000 416,000 ―
⑶　社債（*2） 177,097 177,896 799
⑷　長期借入金（*3） 898,908 904,491 5,583

負債計 1,787,802 1,794,185 6,382
デリバティブ取引（*4）

１．ヘッジ会計が適用されていないもの 585 585 ―
２．ヘッジ会計が適用されているもの 242 242 ―

デリバティブ取引計 827 827 ―
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時価
その他

債務保証契約 163,550
（*1）リース投資資産に含まれる見積残存価額を控除しております。
（*2）社債のうち、１年内償還予定の社債については社債に含めております。
（*3）長期借入金のうち、１年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めております。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、(　)で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
（１）現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

（２）割賦売掛金
割賦売掛金の時価の算定は、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を残存期間に対応する安
全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（３）リース投資資産
リース投資資産の時価の算定は、契約ごとの見積将来キャッシュ・フローを、同様の新規取引を
行った場合に想定される利率等により割り引いた現在価値によっております。

（４）投資有価証券
その他有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

負債
（１）短期借入金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

（２）コマーシャル・ペーパー
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。

（３）社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは
元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によ
り算定しております。
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（４）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態
は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当
該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入
金の元利金の合計額を同様の借入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定してお
ります。

デリバティブ取引
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
（単位：百万円）

区分 デリバティブ取引
の種類等 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価 評価損益

市場取引以外の
取引

通貨オプション取引 37,571 21,285 600 651

為替予約 売建米ドル（IDR買） 884 ― △9 △9

為替予約 売建米ドル（円買） 1,013 ― △6 △6

合計 39,469 21,285 585 636

（注）時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における
契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
金利関連

（単位：百万円）
ヘッジ会計の

方法
デリバティブ取引

の種類等
主なヘッジ

対象 契約額等 契約額等の
うち１年超 時価

原則的処理方法

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期
借入金 25,656 14,494 △2

通貨金利スワップ取引 長期
借入金 7,562 4,619 245

合計 33,218 19,114 242

（注）時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

その他
債務保証契約
　信用保証契約の時価の算定は、回収可能性を反映した保証料の受取見込額から、保証の履行可能性
や担保による回収可能性等を反映した代位弁済債権の毀損見込額を控除した残額を、残存期間に対応
する安全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 1,172
　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはして
おりません。また、非上場株式について減損処理を行っておりません。

（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

現金及び預金 91,103 ― ― ― ― ―

割賦売掛金 597,221 349,998 283,864 198,069 145,066 437,833

リース投資資産（*） 35,205 28,295 22,956 15,538 10,943 10,063

合計 723,529 378,293 306,821 213,608 156,009 447,897
（*）リース投資資産については、リース料債権部分の償還予定額を記載しております。

（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 295,796 ― ― ― ― ―

コマーシャル・ペーパー 416,000 ― ― ― ― ―

社債 12,308 30,000 20,000 20,000 49,789 45,000

長期借入金 224,076 138,625 172,627 123,020 136,037 104,520

合計 948,180 168,625 192,627 143,020 185,827 149,520

（賃貸等不動産に関する注記）
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 4,388円98銭
１株当たり当期純利益 260円13銭

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（その他の注記）
１．税効果会計関係

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

繰越欠損金（注） 1,021百万円
賞与引当金 883百万円
ポイント引当金 1,053百万円
貸倒引当金 3,225百万円
利息返還損失引当金 267百万円
投資有価証券 265百万円
減価償却超過額 665百万円
その他 1,172百万円
繰延税金負債との相殺 △3,932百万円

繰延税金資産小計 4,623百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △1,021百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △522百万円

評価性引当額小計 △1,543百万円
繰延税金資産合計 3,079百万円

（繰延税金負債）
退職給付に係る資産 △1,518百万円
その他有価証券評価差額金 △2,410百万円
その他 △3百万円
繰延税金資産との相殺 3,932百万円

繰延税金負債合計 －百万円
繰延税金資産の純額 3,079百万円
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（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超 合計

税務上の繰越
欠損金 175 110 118 25 99 492 1,021

評価性引当額 △175 △110 △118 △25 △99 △492 △1,021

繰延税金資産 － － － － － － －
（＊）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．退職給付関係
（１）採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出
制度を採用しております。
確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一
時金又は年金を支給します。

（２）確定給付制度
① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 24,325百万円

勤務費用 1,289百万円
利息費用 108百万円
数理計算上の差異の発生額 △176百万円
退職給付の支払額 △980百万円
その他 △39百万円

退職給付債務の期末残高 24,526百万円
② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 28,937百万円

期待運用収益 593百万円
数理計算上の差異の発生額 △173百万円
事業主からの拠出額 1,059百万円
退職給付の支払額 △980百万円
その他 △33百万円

年金資産の期末残高 29,402百万円
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③ 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び
退職給付に係る資産の調整表
積立型制度の退職給付債務 24,526百万円
年金資産 △29,402百万円

△4,875百万円
非積立型制度の退職給付債務 －百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △4,875百万円
退職給付に係る負債 87百万円
退職給付に係る資産 △4,963百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △4,875百万円

④ 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,289百万円
利息費用 108百万円
期待運用収益 △593百万円
数理計算上の差異の費用処理額 106百万円
過去勤務費用の費用処理額 －百万円
その他 125百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 1,036百万円

⑤ 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
過去勤務費用 －百万円
数理計算上の差異 △109百万円
合計 △109百万円

⑥ 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
未認識過去勤務費用 －百万円
未認識数理計算上の差異 705百万円
合計 705百万円
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⑦ 年金資産に関する事項
イ．年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 40％
株式 20％
一般勘定 37％
現金及び預金 3％
合計 100％

ロ．長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、
年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮してお
ります。

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率  0.3％～6.3％
長期期待運用収益率  2.0％～6.0％
予想昇給率  2.3％～6.0％

(３）確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、479百万円であります。

（注）本連結計算書類中の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －



個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
② その他有価証券

イ．時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

ロ．時価のないもの
移動平均法による原価法

（２）デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ

時価法

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く。）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は
除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
を採用しております。

（２）無形固定資産（リース資産を除く。）
自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（最長５年）に基づく定
額法によっております。

（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
（４）長期前払費用

法人税法の規定に基づく定額法

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案して必要額を、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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（２）賞与引当金
従業員及び使用人兼務役員の賞与支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

（３）ポイント引当金
クレジットカード会員に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、当事業年度末
において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

（４）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。なお、計算の結果、
当事業年度末における退職給付引当金が借方残高となるため、投資その他の資産の「前払年金
費用」に計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（５
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理し
ております。

（５）利息返還損失引当金
将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しております。

４．営業収益の計上基準
（１）顧客手数料

期日到来基準により計上しております。
① 包括信用購入あっせん

残債方式
② 個別信用購入あっせん

残債方式
③ 信用保証

残債方式（一部保証契約時に計上）
④ 融資

残債方式
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（２）加盟店手数料
取扱高計上時に一括して計上しております。

５．ヘッジ会計の方法
（１）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を行っております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ
ップ取引については特例処理によっております。また、為替予約については、振当処理の要件
を満たしている場合は振当処理を採用しております。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段

デリバティブ取引（金利スワップ取引）及び為替予約
② ヘッジ対象

借入金及び関係会社短期貸付金
（３）ヘッジ方針

将来の金利・為替変動によるリスクを軽減することを目的としてデリバティブ取引を行ってお
ります。

（４）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動
額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しておりま
す。

６．その他計算書類作成のための基本となる事項
（１）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算
書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（２）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等
は、投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間で均等償却を行っております。
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（表示方法の変更）
・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税
効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の
区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

（追加情報）
・従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結計算書類「注記事
項（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

・会社分割（簡易吸収分割）による事業の承継
会社分割（簡易吸収分割）による事業の承継に関する注記については、連結計算書類「注記事項（追加情
報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産とこれに対応する債務

（１）担保に供している資産
割賦売掛金 171,177百万円

（２）対応する債務
短期借入金 8,200百万円
１年内返済予定の長期借入金 54,858百万円
長期借入金 106,780百万円
計 169,839百万円

オートローン債権を流動化した残高については、金融取引として処理したことにより、流動資産「割賦
売掛金」残高に139,494百万円、流動負債「１年内返済予定の長期借入金」残高に52,613百万円、固
定負債「長期借入金」残高に86,880百万円含まれております。

－ 32 －



２．保証債務
　当社は、金融機関が保有する貸付金（個人向け住宅ローン、カードローン他）等について、債務保
証を行っている保証会社に契約上定められた事由が生じた場合に、当該保証会社に代わって当社が債
務保証を行うこととなる保証予約契約を締結しており、当該保証予約契約の対象となっている貸付金
等の残高を偶発債務として記載しております。
　なお、金融機関が保有する貸付金等について、当社が直接債務保証を行う業務に係る債務保証残高
については、貸借対照表の流動資産に「信用保証割賦売掛金」として、また流動負債に「信用保証買
掛金」として両建て表示しております。

　営業上の保証予約
保証会社 227,354百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く。）
短期金銭債権 240百万円
短期金銭債務 257百万円

４．割賦利益繰延
当事業年度末残高

包括信用購入あっせん 722百万円
個別信用購入あっせん 103,576百万円
信用保証 47,306百万円
融資 0百万円
計 151,605百万円
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引

営業取引による取引高
営業収益
営業費用

3,916百万円
2,970百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末の自己株式の種類及び株式数 普通株式 712,373株
（注）当事業年度末の普通株式の数には、従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式178,700株を含めており

ます。これは、当該従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式について、貸借対照表において自己株式と
して表示しているためであります。

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
賞与引当金 785百万円
ポイント引当金 1,053百万円
貸倒引当金 2,941百万円
利息返還損失引当金 267百万円
投資有価証券 261百万円
減価償却超過額 637百万円
その他 773百万円
繰延税金負債との相殺 △4,130百万円

繰延税金資産小計 2,591百万円
評価性引当額 △424百万円

繰延税金資産合計 2,167百万円
（繰延税金負債）

前払年金費用 △1,719百万円
その他有価証券評価差額金 △2,410百万円
繰延税金資産との相殺 4,130百万円

繰延税金負債合計 －百万円
繰延税金資産の純額 2,167百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

（単位：百万円）

種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

法人主
要株主

株 式 会 社
三菱ＵＦＪ
銀 行

銀行業
被所有
直接

20.34

金 銭 借 入
関 係

資金の
借 入

短 期 及 び
長期借入金
の 借 入
1,177,800

短期借入金 84,300

１年内返済
予定の長期
借 入 金

21,300

長期借入金 208,858

コマーシャル・
ペーパーによる
借 入

140,000

コマーシャル・
ペ ー パ ー 70,000

利息の
支 払 2,163

前払費用 12

未払費用 54

業 務 提 携
関 係

各 種
ローン
保 証

債 務 保 証
（ 純 額 ）

6,099
信用保証買掛金 56,863

保 証 料 の 受 取
451 ― ―

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入利率は一般市中金利となっております。
また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入につきましては、他行からの資金調達と同様に取締役会決議及
び社内規程により決定しております。
保証料率は一般取引条件となっております。

２．重要な取引のみを記載しております。
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（２）子会社及び関連会社等
（単位：百万円）

種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連
当事者

との関係
取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
ジャックス
リ ー ス
株 式 会 社

リース業務及
びオートオー
クション出品
代 行 業 務

所有
直接
100.00

資 金 の
貸 付

資金の
貸 付

短 期 及 び
長期貸付金
の 貸 付

96,200

短期貸付金 5,081

長期貸付金 114,455

利息の
受 取 756 未収収益 103

業 務 提
携 関 係

リース
業 務
保 証

債 務 保 証
（ 純 額 ）

27,670
信用保証買掛金 134,004

保 証 料 の 受 取
2,504 ― ―

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
貸付の利率については、市場金利等を勘案して決定しております。
保証料率は一般取引条件となっております。

２．重要な取引のみを記載しております。
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（３）同一の親会社を持つ会社等及びその他の関係会社の子会社等
（単位：百万円）

種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連
当事者

との関係
取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

その他
の関係
会社の
子会社

三 菱
Ｕ Ｆ Ｊ
信 託 銀 行
株 式 会 社

信 託
銀行業

被所有
直接

1.63

金 銭 借 入
関 係

資金の
借 入

コマーシャル・
ペーパーによる
借 入

26,000

コマーシャル・
ペ ー パ ー 13,000

利息の
支 払 7 前払費用 1

業 務 提 携
関 係

各 種
ローン
保 証

債 務 保 証
( 純 額 )

3,554
信用保証買掛金 137,740

保 証 料 の 受 取
4,065 ― ―

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの借入利率は一般市中金利となっております。
また、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの借入につきましては、他行からの資金調達と同様に取締役会決
議及び社内規程により決定しております。
保証料率は一般取引条件となっております。

２．重要な取引のみを記載しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 4,396円64銭
１株当たり当期純利益 257円03銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（注）本計算書類中の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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